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。）の満了日の属する年度の次の年度内に限り１月につき所定単 。）の満了日の属する年度の次の年度内に限り１月につき所定単

位数を加算する。ただし、生活行為向上リハビリテーション実施 位数を加算する。

加算を算定している場合は、算定しない。

チ （略） ト （略）

リ 介護職員処遇改善加算 チ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定 介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定

介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲 介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、平成33年３月31日までの間（⑷及び⑸について げる区分に従い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数

は、別に厚生労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位 を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算 算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定 ない。

しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位 ⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位

数の1000分の47に相当する単位数 数の1000分の47に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位

数の1000分の34に相当する単位数 数の1000分の34に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位 ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位

数の1000分の19に相当する単位数 数の1000分の19に相当する単位数

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略）

６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） ８ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき）

イ 介護予防短期入所生活介護費 イ 介護予防短期入所生活介護費

⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費 ⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費

㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ 465単位 ａ 要支援１ 461単位

ｂ 要支援２ 577単位 ｂ 要支援２ 572単位

㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ 465単位 ａ 要支援１ 460単位

ｂ 要支援２ 577単位 ｂ 要支援２ 573単位
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⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費 ⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費

㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ 437単位 ａ 要支援１ 433単位

ｂ 要支援２ 543単位 ｂ 要支援２ 538単位

㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ 437単位 ａ 要支援１ 438単位

ｂ 要支援２ 543単位 ｂ 要支援２ 539単位

ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費 ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費

⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 ⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費

㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ 543単位 ａ 要支援１ 539単位

ｂ 要支援２ 660単位 ｂ 要支援２ 655単位

㈡ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ 543単位 ａ 要支援１ 539単位

ｂ 要支援２ 660単位 ｂ 要支援２ 655単位

⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 ⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費

㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ 512単位 ａ 要支援１ 508単位

ｂ 要支援２ 636単位 ｂ 要支援２ 631単位

㈡ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ 512単位 ａ 要支援１ 508単位

ｂ 要支援２ 636単位 ｂ 要支援２ 631単位

注１・２ （略） 注１・２ （略）

３ イ⑵について、共生型介護予防サービス（指定介護予防サー （新設）

ビス基準第２条第７号に規定する共生型介護予防サービスをい

う。）の事業を行う指定短期入所事業者（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成

18年厚生労働省令第171号。以下この注において「指定障害福

祉サービス等基準」という。）第118条第1項に規定する指定短
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期入所事業者をいい、指定障害者支援施設（障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第

123号）第29条第１項に規定する指定障害者支援施設をいう。

以下この注において同じ。）が指定短期入所（指定障害福祉サ

ービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下こ

の注において同じ。）の事業を行う事業所として当該施設と一

体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の

全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定

短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所に

おいて指定短期入所を提供する事業者に限る。）が当該事業を

行う事業所において共生型介護予防短期入所生活介護（指定介

護予防サービス基準第165条に規定する共生型介護予防短期入

所生活介護をいう。）を行った場合は、所定単位数の100分の9

2に相当する単位数を算定する。

４ イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい （新設）

るものとして都道府県知事に届け出た介護予防短期入所生活介

護事業所において、注３を算定している場合は、生活相談員配

置等加算として、１日につき13単位を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所生活介護費及び介護予防短期入所生活介護費における生

活相談員配置等加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 生活相談員を一名以上配置していること。

ロ 地域に貢献する活動を行っていること。

５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 （新設）

道府県知事に届け出た介護予防短期入所生活介護事業所におい

て、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い

、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合は、生活機能向上連
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携加算として、１月につき200単位を所定単位数に加算する。

ただし、注７を算定している場合は、１月につき100単位を所

定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防短期入所生活介護費における生活機能向上連携加算の基

準

次のいずれにも適合すること。

イ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予

防通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設の理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この号におい

て「理学療法士等」という。）が、当該介護予防短期入所生活

介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同し

てアセスメント（利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常

生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を

把握することをいう。）及び利用者の身体の状況等の評価をし

た上で、個別機能訓練計画を作成していること。

ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能

向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等

が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供してい

ること。

ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計

画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその

家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等

を説明し、必要に応じて訓練内容等の見直し等を行っているこ

と。

６ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作 ３ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサ 業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ

ージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師につい サージ指圧師（以下この注３において「理学療法士等」という
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ては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道 。）を１名以上配置しているもの（利用者の数（指定介護予防

整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指 サービス基準第129条第２項の規定の適用を受ける指定介護予

導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験 防短期入所生活介護事業所又は同条第４項に規定する併設事業

を有する者に限る。）（以下この注において「理学療法士等」 所である指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利

という。）を１名以上配置しているもの（利用者の数（指定介 用者の数及び同条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホ

護予防サービス基準第129条第２項の規定の適用を受ける指定 ーム又は指定介護予防サービス基準第132条第４項に規定する

介護予防短期入所生活介護事業所又は同条第４項に規定する併 併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注３に

設事業所である指定介護予防短期入所生活介護事業所にあって おいて同じ。）が100を超える指定介護予防短期入所生活介護

は、利用者の数及び同条第２項の規定の適用を受ける特別養護 事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤

老人ホーム又は指定介護予防サービス基準第132条第４項に規 の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療法士等である

定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この 従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法（指定介護予防サ

注において同じ。）が100を超える指定介護予防短期入所生活 ービス基準第２条第７号に規定する常勤換算方法をいう。介護

介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する 予防特定施設入居者生活介護費の注２において同じ。）で利用

常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療法士等で 者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都道府

ある従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法（指定介護予 県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所につい

防サービス基準第２条第８号に規定する常勤換算方法をいう。 て、１日につき12単位を所定単位数に加算する。

介護予防特定施設入居者生活介護費の注４において同じ。）で

利用者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所に

ついて、１日につき12単位を所定単位数に加算する。

７・８ （略） ４・５ （略）

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所に 道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所に

おいて、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所生 おいて、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所生

活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１ 活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１

日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注８を算 日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注５を算

定している場合は、算定しない。 定している場合は、算定しない。

10・11 （略） ７・８ （略）

12 指定介護予防サービス基準第129条第２項の規定の適用を受 ９ 指定介護予防サービス基準第129条第２項の規定の適用を受

ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注６の規定に ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注３の規定に

409



- 46 -

よる届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の よる届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）別表指定施設 算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）別表指定施設

サービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介 サービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介

護給付費単位数表」という。）の規定により、注６の規定によ 護給付費単位数表」という。）の規定により、注３の規定によ

る届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったと る届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったと

きは、注６の規定による届出があったものとみなす。 きは、注３の規定による届出があったものとみなす。

13 （略） 10 （略）

ハ 療養食加算 ８単位 ハ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短 知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短

期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提 期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提

供したときは、１日につき３回を限度として所定単位数を加算す 供したときは、１日につき所定単位数を加算する。

る。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型介護福祉

施設サービス、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、

介護療養施設サービス及び介護医療院サービス並びに介護予防短

期入所生活介護費及び介護予防短期入所療養介護費における療養

食加算の基準

通所介護費等算定方法第三号、第四号、第十号、第十二号、第

十三号、第十四号（看護職員の員数に対する看護師の配置に係る

部分、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療

養介護事業所（指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規

定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。）であっ

て医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおけ

る医師の員数に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所

在する指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する

法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有す
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るものとされた同法第二十六条による改正前の法第四十八条第一

項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。

）であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たも

のにおける医師の員数に係る部分を除く。）及び第十五号並びに

第十七号及び第十八号（看護職員の員数に対する看護師の配置に

係る部分、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予

防短期入所療養介護事業所（指定介護予防サービス等基準第百八

十七条第一項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所を

いう。）であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け

出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。第百十八号にお

いて読み替えて準用する第四十号において同じ。）に規定する基

準のいずれにも該当しないこと。

ニ 認知症専門ケア加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た介護予防短期入所生活介護事業所において、

別に厚生労働大臣が定める者に対し、専門的な認知症ケアを行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる

所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所生活介護費、短期入所療養介護費（認知症病棟を有する

病院における短期入所療養介護費を除く。）、特定施設入居者生

活介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入

居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サ
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ービス（認知症病棟を有する病院における介護療養施設サービス

を除く。）、介護医療院サービス、介護予防短期入所生活介護費

、介護予防短期入所療養介護費（認知症病棟を有する病院におけ

る介護予防短期入所療養介護費を除く。）、介護予防特定施設入

居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費におけ

る認知症専門ケア加算の基準

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ （略）

⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者（短期入

所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活

介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居

者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が

定める者を含む。）を、対象者の数が二十人未満である場合

にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場

合にあっては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十又は

その端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チーム

として専門的な認知症ケアを実施していること。

⑶ （略）

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ （略）

⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者（

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活

介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入

所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施

設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働

大臣が定める者を含む。）を一名以上配置し、事業所又は施
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設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。

⑶ （略）

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は次のとおり。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生

活介護費のニの注の厚生労働大臣が定める者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる

ことから介護を必要とする認知症の者

ホ （略） ニ （略）

ヘ 介護職員処遇改善加算 ホ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予 介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予

防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従 防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、平成33年３月31日までの間（⑷及び⑸については、別に厚生 い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位 に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい 場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位 ⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位

数の1000分の83に相当する単位数 数の1000分の83に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位

数の1000分の60に相当する単位数 数の1000分の60に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位 ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位

数の1000分の33に相当する単位数 数の1000分の33に相当する単位数

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略）

７ 介護予防短期入所療養介護費 ９ 介護予防短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
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